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は
じ
め
に

常
陸
国
は
、
北
は
阿
武
隈
高
地
・
八
溝
山
地
、
東
は
太
平
洋
、
西
は
鬼
怒
川

・
小
貝
川
、
南
東
部
は
霞
ヶ
浦
・
利
根
川
に
よ
っ
て
概
ね
画
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
そ
の
内
部
は
台
地
が
大
部
分
を
占
め
、
こ
れ
ら
を
開
析
す
る
い
く
つ
も
の

河
川
に
沿
っ
て
細
長
い
低
地
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
（
図
１
）。

こ
の
よ
う
に
常
陸
国
の
地
勢
は
、
大
和
国
や
山
城
国
の
よ
う
に
中
核
的
な
平

野
が
あ
り
、
そ
れ
を
山
々
が
と
り
囲
む
と
い
う
形
状
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
低

地
は
各
地
に
分
散
し
、
広
大
な
台
地
上
に
は
雑
木
林
が
広
が
っ
て
い
る
。
視
界

が
し
ば
し
ば
遮
ら
れ
る
の
で
、
平
地
か
ら
は
一
国
全
体
の
空
間
的
広
が
り
を
イ

メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
総
記
に
み
え
る
常
陸
国
の
沿
革
も
、
こ
の
よ
う
な
地
勢

条
件
を
反
映
し
た
内
容
と
な
っ
て
い（
１
）

る
。

古
は
、
相
模
の
国
足
柄
の
岳
坂
よ
り
東
の
諸
の
県
、
惣
べ
て
我
姫
の
国

と
称
ひ
き
。
是
の
当
時
、
常
陸
と
言
は
ず
。
唯
、
新
治
・
筑
波
・
茨
城
・

那
賀
・
久
慈
・
多
珂
の
国
と
称
ひ
、
各
、
造
・
別
を
遣
は
し
て
検
校
め
し

め
き
。
其
の
後
、
難
波
の
長
柄
の
豊
前
の
大
宮
に
臨
軒
し
め
し
し
天
皇
の

み
世
に
至
り
、
高
向
臣
・
中
臣
幡
織
田
連
等
を
遣
は
し
て
、
坂
よ
り
東
の

国
を
惣
領
め
し
め
き
。
時
に
、
我
姫
の
道
、
分
れ
て
八
の
国
と
為
り
、
常

陸
の
国
、
其
の
一
に
居
れ
り
。

こ
の
記
事
は
、
常
陸
国
の
領
域
が
大
化
前
代
に
お
い
て
一
ま
と
ま
り
の
地
域

と
し
て
認
識
し
う
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
と
も
と
足
柄

山
よ
り
東
の
地
は
広
大
な
「
我
姫
の
国
」
で
あ
り
、
常
陸
国
の
範
囲
に
は
新
治

・
筑
波
・
茨
城
・
那
賀
・
久
慈
・
多
珂
な
ど
の
国
造
ら
が
治
め
る
「
国
」
が
あ

る
の
み
で
あ
っ
た
。（
以
下
、
国
造
の
「
国
」
に
つ
い
て
は
ク
ニ
と
表
記
す
る
。）

そ
し
て
孝
徳
朝
に
「
我
姫
の
国
」
が
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
陸
国
が
成

立
す
る
に
至
っ
た
。
常
陸
国
は
も
と
よ
り
人
為
的
に
編
成
さ
れ
た
地
域
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。

で
は
、
も
と
も
と
一
ま
と
ま
り
の
地
域
と
い
う
認
識
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、

常
陸
国
の
形
成
過
程
に
関
す
る
一
考
察
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図１ 常陸国の地勢
（数値地図２５０�メッシュによる傾斜区分図をベースに作成）
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い
か
に
し
て
常
陸
国
と
い
う
地
域
的
単
位
が
生
み
出
さ
れ
た
の
か
。
本
稿
で
は

そ
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一

大
化
前
代
の
ク
ニ
に
つ
い
て

（
一
）
ク
ニ
の
範
囲

ま
ず
は
常
陸
国
が
形
成
さ
れ
る
以
前
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
新
治
・
筑
波
・
茨

城
・
那
賀
・
久
慈
・
多
珂
の
ク
ニ
の
地
理
的
範
囲
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ

れ
ら
の
ク
ニ
は
大
化
五
年
（
六
四
九
）
に
評
と
な
り
、
大
宝
令
以
降
、
郡
へ
と

移
行
す
る
。
そ
の
間
、
こ
れ
ら
の
ク
ニ
・
評
を
母
体
と
し
て
い
く
つ
か
の
評
も

生
じ（
２
）

た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
ク
ニ
の
地
理
的
範
囲
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の
記
述
や
令
制

下
の
郡
の
位
置
関
係
か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

﹇
新
治
の
ク
ニ
﹈

令
制
新
治
郡
の
範
囲
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
幕
末
に「
常

陸
誌
料
郡
郷
考
」を
著
し
た
宮
本
茶
村
は
真
壁
郡
に
つ
い
て
、『
常
陸
国
風
土
記
』

行
方
郡
条
に
「
新
治
の
国
の
小
筑
波
の
岳
」
と
み
え
る
こ
と
に
注
目
し
、「
行

方
の
方
よ
り
筑
波
を
指
ん
に
は
本
郡
を
こ
そ
挙
ぐ
べ
き
に
新
治
国
と
称
せ
る
は

其
始
新
治
を
割
て
一
郡
と
せ
し
は
疑
ひ
な
し
」
と
述
べ
て
い（
３
）

る
。
新
治
郡
に
隣

接
す
る
真
壁
郡
も
、
も
と
は
新
治
の
ク
ニ
の
一
部
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ（
４
）

る
。

﹇
筑
波
の
ク
ニ
﹈

信
太
評
が
「
筑
波
・
茨
城
郡
の
七
百
戸
」
を
分
割
す
る
形
で
白
雉
四
年
（
六

五
三
）
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
か（
５
）

ら
、
令
制
信
太
郡
の
一
部
は
、
も
と
は
筑
波

評
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
、
令
制
筑
波
郡
と
信
太
郡
の
間

に
は
河
内
郡
が
あ
り
、
同
郡
も
も
と
は
筑
波
評
（
郡
）
に
含
ま
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
河
内
郡
は
信
太
評
の
成
立
と
同
時
か
、
そ
れ
よ
り
後
に

筑
波
評
か
ら
分
立
し
た
の
で
あ
ろ（
６
）

う
。
以
上
に
よ
り
、
筑
波
の
ク
ニ
は
令
制
筑

波
郡
に
信
太
郡
の
一
部
と
河
内
郡
を
併
せ
た
範
囲
と
推
定
し
う
る
。

﹇
茨
城
の
ク
ニ
﹈

前
述
の
よ
う
に
、
信
太
評
は
白
雉
四
年
に
「
筑
波
・
茨
城
郡
の
七
百
戸
」
を

分
割
し
て
成
立
し
て
い
る
。
ま
た
同
年
に
は
行
方
評
も
「
茨
城
の
地
の
八
里
と

那
珂
の
地
の
七
里
」
を
割
い
て
成
立
し
て
い（
７
）

る
。
さ
ら
に
『
常
陸
国
風
土
記
』

茨
城
郡
条
に
は
、
那
賀
郡
の
西
部
が
か
つ
て
茨
城
郡
に
属
し
て
い
た
と
す
る
記

述
も
み
え
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
茨
城
の
ク
ニ
は
令
制
茨
城
郡
に
信
太
郡

・
行
方
郡
・
那
賀
郡
の
一
部
を
併
せ
た
範
囲
と
推
定
し
う
る
。

﹇
那
賀
の
ク
ニ
﹈

香
島
評
は
大
化
五
年
に
「
下
総
の
国
、
海
上
の
国
造
の
部
内
、
軽
野
よ
り
南

の
一
里
、
那
賀
の
国
造
の
部
内
、
寒
田
よ
り
北
の
五
里
」
を
分
割
し
て
成
立
し

て
い（
８
）

る
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
、
白
雉
四
年
に
は
「
茨
城
の
地
の
八
里
と
那
珂

の
地
の
七
里
」
を
割
い
て
行
方
評
が
成
立
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
那
賀
の

ク
ニ
は
令
制
那
賀
郡
に
香
島
郡
の
寒
田
以
北
お
よ
び
行
方
郡
の
一
部
を
併
せ
た

範
囲
と
推
定
し
う
る
。
た
だ
し
、
那
賀
郡
の
西
部
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う

に
茨
城
の
ク
ニ
に
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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﹇
久
慈
の
ク
ニ
﹈

令
制
久
慈
郡
の
範
囲
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

﹇
多
珂
の
ク
ニ
﹈

『
常
陸
国
風
土
記
』
多
珂
郡
条
に
よ
る
と
、
成
務
朝
に
多
珂
国
造
に
任
じ
ら

れ
た
タ
ケ
ミ
サ
ヒ
は
、「
久
慈
の
堺
の
助
河
を
以
ち
て
道
前
」
と
し
、「
陸
奥
の

国
石
城
の
郡
の
苦
麻
の
村
を
道
後
」
と
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
多
珂

の
ク
ニ
は
令
制
多
珂
郡
か
ら
陸
奥
国
管
内
の
菊
多
郡
お
よ
び
石
城
郡
に
ま
で
及

ん
で
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

な
お
、
石
城
郡
は
白
雉
四
年
（
六
五
三
）
に
多
珂
評
か
ら
分
立
し
た
石
城
評

の
後
身
で
あ
る
が
、
陸
奥
国
に
編
入
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
（
９
）

な
い
。

一
方
、
菊
多
郡
は
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
「
常
陸
国
多
珂
郡
之
郷
二
百
一
十

烟
」
を
分
割
し
て
成
立
し
た
も
の
で
、
同
時
に
菊
多
郡
と
陸
奥
国
の
石
城
・
標

葉
・
行
方
・
宇
太
・
曰
理
の
五
郡
か
ら
な
る
石
城
国
が
新
設
さ
れ（
１０
）

た
。
石
城
国

は
神
亀
五
年
（
七
二
八
）
ま
で
に
廃
止
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
菊
多
郡
も
陸
奥
国

に
編
入
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ（
１１
）

る
。

以
上
に
み
た
ク
ニ
の
範
囲
を
示
す
と
図
２
の
よ
う
に
な
る
。
後
の
郡
域
と
ほ

ぼ
同
じ
な
の
は
久
慈
の
ク
ニ
の
み
で
、
他
の
ク
ニ
は
い
ず
れ
も
一
郡
以
上
の
広

が
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
ク
ニ
の
内
部
に
は
後
に
立
評
申
請
者
と
な
る
国
造
以

外
の
有
力
豪
族
も
存
在
し
て
い
た
。
し
か
も
、
部
民
制
下
の
大
化
前
代
に
あ
っ

て
は
、
こ
れ
ら
の
豪
族
が
率
い
る
人
間
集
団
の
統
属
関
係
は
一
定
の
地
理
的
範

囲
内
で
完
結
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
大
化
前
代
の
国
造
と
は
ク
ニ
の

名
目
上
の
管
掌
者
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
し
も
国
造
に
よ
る
一
元
的
支
配
は
実
現
さ

れ
て
い
な
か
っ（
１２
）

た
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
大
化
前
代
に
お
い
て
は
ク
ニ

の
範
囲
を
明
確
に
す
べ
き
必
要
性
は
乏
し
く
、
先
に
推
定
し
た
ク
ニ
の
地
理
的

範
囲
に
し
て
も
、
そ
の
境
界
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
部
分
が
相
当
含
ま
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
大
化
前
代
の
ク
ニ
は
行
政
区
画
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
種
の
地
域
呼
称
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
多
珂
国
造
の
タ
ケ
ミ
サ
ヒ
は
成
務
朝
に
助
河
と
苦
麻
村
を
そ
れ
ぞ
れ

「
道
前
」
と
「
道
後
」
に
定
め
た
と
い
う
が
、
こ
の
伝
承
は
お
そ
ら
く
国
造
制

の
成
立
を
成
務
朝
の
事
績
と
し
た
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
の
歴
史
観
に
合

わ
せ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ（
１３
）

う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
筆
者
は
ク
ニ
の
境

界
画
定
は
大
化
二
年
（
六
四
六
）
に
行
わ
れ
た
と
み
て
お
り
、
多
珂
の
ク
ニ
の

境
界
画
定
も
こ
の
時
期
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
二
）
ヤ
マ
ト
政
権
の
進
出
経
路
と
ク
ニ
の
配
置

丸
茂
武
重
氏
に
よ
れ
ば
、
初
期
の
ヤ
マ
ト
政
権
は
蛮
夷
の
土
地
を
「
道
」
と

呼
び
、
や
が
て
ヤ
マ
ト
政
権
の
支
配
下
に
入
る
と
「
国
」（
ク
ニ
）
を
設
置
し

た
と
い（
１４
）

う
。
だ
と
す
れ
ば
、
ク
ニ
の
配
置
に
は
ヤ
マ
ト
政
権
の
進
出
経
路
が
反

映
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

ヤ
マ
ト
政
権
の
常
陸
地
方
へ
の
進
出
経
路
と
し
て
は
、
巨
視
的
に
み
て
①
太

平
洋
ル
ー
ト
、
②
桜
川
ル
ー
ト
、
③
霞
ヶ
浦
ル
ー
ト
、
の
三
つ
の
ル
ー
ト
が
存

在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（
図
３
）。
次
に
こ
れ
ら
の
ル
ー
ト
と
ク
ニ
の
配
置

の
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）、
二
、
二
〇
一
一

二
八



図２ 国造のクニの範囲
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図３ ヤマト政権の進出経路
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①
太
平
洋
ル
ー
ト

『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
景
行
天
皇
の
時
代
、
東
征
に
向
か
っ
た
ヤ
マ
ト

タ
ケ
ル
は
上
総
か
ら
海
路
に
よ
り
陸
奥
に
渡
っ
た
と
い（
１５
）

う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

ヤ
マ
ト
政
権
の
蝦
夷
方
面
へ
の
進
出
経
路
の
一
つ
に
、
太
平
洋
沿
岸
を
北
上
し

て
い
く
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

な
お
、
関
東
平
野
の
東
端
に
あ
る
鹿
島
神
宮
（
香
島
社
）
は
社
殿
が
北
面
す

る
珍
し
い
配
置
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ヤ
マ
ト
政
権
の
関
心
が
東
国
平
定

の
完
了
後
、
北
方
の
蝦
夷
の
世
界
へ
向
か
っ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い（
１６
）

る
。
東
国

の
鎮
守
・
鹿
島
神
宮
は
蝦
夷
征
討
の
神
で
も
あ
っ
た
。「
鹿
島
」
の
名
を
冠
し

た
神
社
は
陸
奥
国
に
も
存
在
し
、『
延
喜
式
』
神
名
帳
で
は
亘
理
郡
に
三
社
、

黒
川
・
信
夫
・
磐
城
・
牡
鹿
・
行
方
の
諸
郡
に
各
一
社
、
合
計
八
社
を
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
正
月
二
十
日
太
政
官
符
で

は
、
陸
奥
国
内
十
三
郡
に
あ
る
三
八
の
苗
裔
神
に
幣
帛
料
を
納
め
る
た
め
、
鹿

島
神
宮
の
使
者
が
同
国
内
を
通
行
す
る
こ
と
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。
同
官
符
に

引
用
さ
れ
た
鹿
島
神
宮
司
の
解
に
よ
れ
ば
、
鹿
島
神
宮
か
ら
苗
裔
神
へ
の
幣
帛

料
の
奉
納
は
延
暦
年
間
に
始
ま
っ
た
と
あ
る
。
当
時
は
坂
上
田
村
麻
呂
に
よ
る

蝦
夷
征
討
が
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
征
討
軍
は
鹿
島
の
神
の

分
霊
を
奉
じ
て
遠
征
し
、
陣
中
の
守
護
神
や
征
服
地
の
鎮
守
神
と
し
て
陸
奥
国

内
に
苗
裔
神
を
祭
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い（
１７
）

る
。
な
お
、
多
賀
城
が
置
か
れ

た
宮
城
郡
よ
り
南
の
二
五
の
苗
裔
神
は
、
伊
具
郡
の
一
を
除
い
て
全
て
太
平
洋

沿
い
の
諸
郡
に
分
布
し
て
お
り
、
ヤ
マ
ト
政
権
の
版
図
が
太
平
洋
沿
い
に
広
が

っ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

さ
て
、『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
鹿
島
神
宮
の
祭
神
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
は
フ

ツ
ヌ
シ
と
と
も
に
「
葦
原
中
国
」
の
平
定
に
あ
た
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
時
、
二

し
と
り
が
み

神
は
倭
文
神
タ
ケ
ハ
ヅ
チ
を
派
遣
し
、
最
後
ま
で
抵
抗
す
る
星
の
神
カ
ガ
セ
オ

あ
ま
つ
み
か
ほ
し

を
服
属
さ
せ
た
と
い（
１８
）

う
。
カ
ガ
セ
オ
は
ま
た
の
名
を
「
天
津
甕
星
」
と
い（
１９
）

い
、

そ
の
本
拠
地
は
日
立
市
大
甕
と
伝
え
ら
れ
る
。
同
地
に
あ
る
大
甕
神
社
は
カ
ガ

セ
オ
を
従
わ
せ
た
タ
ケ
ハ
ヅ
チ
を
祭
神
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
ケ
ハ
ヅ
チ
は

那
珂
市
静
に
あ
る
常
陸
国
の
二
宮
・
静
神
社
に
も
祭
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
周
辺

し
ど
り

は
『
常
陸
国
風
土
記
』
久
慈
郡
条
に
み
え
る
「
静
織
里
」、『
和
名
抄
』
に
み
え

る
久
慈
郡
倭
文
郷
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
カ
ガ
セ
オ
討
伐
に
ま
つ

わ
る
伝
承
地
の
分
布
も
、
ヤ
マ
ト
政
権
の
勢
力
が
鹿
島
台
地
か
ら
久
慈
・
多
珂

方
面
に
か
け
て
浸
透
し
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

ま
た
、『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条
に
は
崇
神
天
皇
の
時
代
に
派
遣
さ
れ

た
那
賀
国
造
の
初
祖
タ
ケ
カ
シ
マ
が
当
地
の
国
栖
を
討
つ
伝
承
が
み
え
、
タ
ケ

カ
シ
マ
は
霞
ヶ
浦
に
あ
る
「
安
婆
の
島
」
か
ら
行
方
台
地
南
端
の
潮
来
付
近
に

上
陸
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
マ
ト
政
権
の
進
出
経
路
は
鹿
島
灘
沿
い
を
北
上

す
る
コ
ー
ス
の
ほ
か
に
、
北
浦
沿
い
を
北
上
す
る
コ
ー
ス
な
ど
も
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。

常
陸
地
方
に
あ
っ
た
ク
ニ
の
う
ち
、
那
賀
・
久
慈
・
多
珂
の
ク
ニ
は
以
上
に

み
た
太
平
洋
ル
ー
ト
沿
い
に
並
ぶ
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
ク
ニ
は
同
ル

ー
ト
を
基
軸
と
し
て
配
置
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
前

述
の
よ
う
に
那
賀
の
ク
ニ
の
地
理
的
範
囲
は
令
制
香
島
郡
や
行
方
郡
の
一
部
に

ま
で
及
ん
で
い
た
。
那
賀
の
ク
ニ
が
地
勢
的
条
件
を
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
南

北
方
向
へ
と
大
き
く
展
開
し
て
い
た
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
は
同
ル
ー
ト
の
存
在
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が
関
係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

②
桜
川
ル
ー
ト

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
は
、
蝦
夷
を
平
定
し
て
帰
還
の
途
に
あ
っ
た

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
甲
斐
の
酒
折
宮
で
「
新
治
筑
波
を
過
ぎ
て
幾
夜
か
寝
つ
る
」

と
い
う
歌
を
詠
む
話
が
み
え（
２０
）

る
。
こ
の
歌
か
ら
、
ヤ
マ
ト
政
権
の
常
陸
地
方
へ

の
進
出
経
路
の
一
つ
に
は
筑
波
山
の
西
麓
を
桜
川
沿
い
に
霞
ヶ
浦
方
面
へ
向
か

う
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
新
治
・
筑
波
の
ク
ニ
は
こ
の
ル

ー
ト
に
沿
っ
て
配
置
さ
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
、『
常
陸
国
風
土
記
』
総
記
に
よ
れ
ば
、「
常
陸
」
の
国
名
は
「
新
治
の

県
」
を
訪
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
国
造
の
ヒ
ナ
ラ
ス
に
掘
ら
せ
た
井
戸
で
手
を

洗
お
う
と
し
た
際
、
衣
の
袖
を
泉
に
濡
ら
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち「
袖

ひ
た

を
漬
す
」
と
い
う
言
葉
に
由
来
す
る
と
い
う
。
新
治
の
ク
ニ
は
「
常
陸
」
の
国

名
発
祥
の
地
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条
は
、
香
澄
里
の
西

に
あ
る
「
新
治
洲
」
の
名
称
を
「
洲
の
上
に
立
ち
て
、
北
の
面
を
遙
望
め
ば
、

新
治
の
国
の
小
筑
波
の
岳
見
ゆ
」
こ
と
に
由
来
す
る
と
説
明
し
て
お
り
、
筑
波

山
も
古
く
は
新
治
の
ク
ニ
の
所
属
と
み
る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

行
方
郡
か
ら
み
て
筑
波
山
の
手
前
は
茨
城
郡
、
す
な
わ
ち
か
つ
て
の
茨
城
の
ク

ニ
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
筑
波
山
は
茨
城
の
ク
ニ
で
は
な
く
新
治
の
ク

ニ
に
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
記
述
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
の
常
陸

地
方
へ
の
進
出
が
新
治
の
地
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
国
造
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
新
治
国
造
ヒ
ナ
ラ
ス
は
成

務
朝
に
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
と
あ
り
、
同
じ
く
成
務
朝
に
多
珂
国
造
に
任
じ
ら

れ
た
ミ
サ
ヒ
（『
常
陸
国
風
土
記
』
の
タ
ケ
ミ
サ
ヒ
）
は
ヒ
ナ
ラ
ス
の
子
と
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
志
田
諄
一
氏
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
東
海
道
方

面
の
海
沿
い
の
ほ
か
に
も
、
い
わ
ゆ
る
東
山
道
経
由
の
延
長
で
多
珂
山
地
へ
入

っ
て
き
た
も
の
と
推
測
し
て
い（
２１
）

る
。
ち
な
み
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
逸
文
に
よ

れ
ば
、
新
治
郡
に
は
大
神
駅
と
い
う
駅
家
が
あ
っ
た
と
さ（
２２
）

れ
、
奈
良
時
代
に
は

新
治
郡
と
那
賀
郡
を
結
ぶ
駅
路
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ

の
ル
ー
ト
（
以
下
、
東
海
・
東
山
連
絡
道
と
呼
ぶ
。
図
３
の
’②

）
は
下
野
方
面

か
ら
太
平
洋
岸
へ
出
る
幹
線
交
通
路
と
し
て
大
化
前
代
よ
り
機
能
し
て
い
た
も

の
で
、
同
ル
ー
ト
も
ま
た
新
治
の
ク
ニ
の
基
軸
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

新
治
の
ク
ニ
の
地
理
的
範
囲
が
桜
川
水
系
の
分
水
界
を
越
え
て
、
涸
沼
川
水
系

に
あ
る
笠
間
盆
地
に
ま
で
及
ん
で
い
た
の
は
、
同
ル
ー
ト
を
介
し
て
両
水
系
の

上
流
域
が
一
つ
の
交
流
圏
と
し
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

③
霞
ヶ
浦
ル
ー
ト

『
常
陸
国
風
土
記
』
信
太
郡
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

此
よ
り
西
に
高
来
の
里
あ
り
。
古
老
の
い
へ
ら
く
、
天
地
の
権
輿
、
草

木
言
語
ひ
し
時
、
天
よ
り
降
り
来
し
神
、
み
名
は
普
都
大
神
と
称
す
、
葦

原
の
中
津
の
国
に
巡
り
行
で
ま
し
て
、
山
河
の
荒
梗
の
類
を
和
平
し
た
ま

ひ
き
。
大
神
、
化
道
已
に
畢
へ
て
、
み
心
に
天
に
帰
ら
む
と
存
ほ
し
き
。

即
時
、
み
身
に
随
へ
ま
し
し
器
杖
の
俗
、
伊
川
乃
と
い
ふ
甲
・
戈
・
楯
・
剣
、
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及
執
ら
せ
る
玉
珪
を
悉
皆
に
脱
履
ぎ
て
、
�
の
地
に
留
め
置
き
、
即
ち
白

雲
に
乗
り
て
蒼
天
に
還
り
昇
り
ま
し
き
。

こ
の
記
事
に
み
え
る
フ
ツ
ノ
オ
オ
カ
ミ
（
普
都
大
神
）
と
は
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ

チ
と
と
も
に
葦
原
中
国
の
平
定
に
あ
た
っ
た
フ
ツ
ヌ
シ
（
経
津
主
）
の
こ
と
で

あ
る
。
信
太
郡
条
に
お
い
て
は
、
フ
ツ
ヌ
シ
は
信
太
郡
高
来
里
に
降
臨
し
て
葦

原
中
国
を
平
定
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
高
来
里
周
辺
は
ヤ
マ
ト
政
権
に
よ

る
地
方
経
略
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
フ
ツ
ヌ
シ
は
一
説
に
大
和
の
石
上
神
宮
に
祭
ら
れ
る
霊
剣
フ
ツ
ノ
ミ

タ
マ
と
同
体
と
い
わ
れ
、
ヤ
マ
ト
政
権
の
軍
事
力
を
担
っ
た
物
部
氏
が
こ
れ
を

奉
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
物
部
氏
は
信
太
評
に
も
居
住
し
て
い
た

こ
と
か
ら
す
れ（
２３
）

ば
、
信
太
郡
条
の
フ
ツ
ノ
オ
オ
カ
ミ
降
臨
伝
承
も
元
は
在
地
の

物
部
氏
に
伝
え
ら
れ
た
氏
族
伝
承
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ（
２４
）

う
。

さ
て
、『
常
陸
国
風
土
記
』
茨
城
郡
条
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。

古
老
の
い
へ
ら
く
、
昔
、
国
巣
俗
の
語
に
都
知
久
母
、
又
、
夜
都
賀
波
岐
と

い
ふ
山
の
佐
伯
、
野
の
佐
伯
あ
り
き
。
普
く
土
窟
を
堀
り
置
き
て
、
常
に

穴
に
居
み
、
人
来
れ
ば
窟
に
入
り
て
竄
り
、
其
の
人
去
れ
ば
更
郊
に
出
で

て
遊
ぶ
。
狼
の
性
、
梟
の
情
に
し
て
、
鼠
に
窺
ひ
、
掠
め
盗
み
て
、
招
き

慰
へ
ら
る
る
こ
と
な
く
、
彌
、
風
俗
を
阻
て
き
。
此
の
時
、
大
臣
の
族
黒

坂
命
、
出
で
遊
べ
る
時
を
伺
候
ひ
て
、
茨
蕀
を
穴
の
内
に
施
れ
、
即
て
騎

の
兵
を
縦
ち
て
、
急
に
遂
ひ
迫
め
し
め
き
。
佐
伯
等
、
常
の
如
土
窟
に
走

り
帰
り
、
尽
に
茨
蕀
に
繋
か
り
て
、
衝
き
害
疾
は
れ
て
死
に
散
け
き
。
故
、

茨
蕀
を
取
り
て
、
県
の
名
に
着
け
き
。
謂
は
ゆ
る
茨
城
の
郡
は
、
今
、
那
珂
の

郡
の
西
に
存
り
。
古
者
、
郡
家
を
置
け
れ
ば
、
即
ち
茨
城
の
郡
の
内
な
り
き
。
風
俗
の

諺
に
、
水
依
り
茨
城
の
国
と
い
ふ
。
或
る
ひ
と
い
へ
ら
く
、
山
の
佐
伯
、
野
の

佐
伯
、
自
ら
賊
の
長
と
為
り
、
衆
徒
を
引
率
て
、
国
中
を
横
し
ま
に
行
き
、

大
く
劫
め
殺
し
き
。
時
に
、
黒
坂
命
、
此
の
賊
を
規
り
滅
さ
む
と
、
茨
を

も
ち
て
城
を
造
り
き
。
こ
の
所
以
に
、
地
の
名
を
便
ち
茨
城
と
謂
ふ
。
茨

城
の
国
造
が
初
祖
、
多
祁
許
呂
命
は
息
長
帯
比
売
の
天
皇
の
朝
に
仕
へ
て
、
品
太
の
天

皇
の
誕
れ
ま
し
し
時
ま
で
に
至
れ
り
。
多
祁
許
呂
命
に
子
八
人
あ
り
。
中
の
男
、
筑
波

使
主
は
、
茨
城
の
郡
の
湯
坐
連
等
の
初
祖
な
り
。

茨
城
と
い
う
地
名
は
、
そ
の
昔
、
当
地
に
い
た
山
の
佐
伯
、
野
の
佐
伯
と
い

う
賊
徒
を
、
黒
坂
命
と
い
う
人
物
が
棘
の
あ
る
茨
を
以
て
征
し
た
こ
と
に
由
来

す
る
と
い
う
。
黒
坂
命
が
賊
の
討
伐
に
あ
た
っ
た
経
緯
は
不
明
だ
が
、「
大
臣

の
族
」、
す
な
わ
ち
神
武
天
皇
の
皇
子
・
神
八
井
耳
命
を
祖
と
す
る
意
富
臣
の

同
族
と
さ
れ
る
こ
と
か（
２５
）

ら
、
ヤ
マ
ト
政
権
と
何
ら
か
の
か
か
わ
り
を
も
っ
た
人

物
と
み
ら
れ
る
。

黒
坂
命
に
つ
い
て
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
逸（
２６
）

文
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。

常
陸
の
国
の
風
土
記
に
信
太
の
郡
と
名
づ
く
る
由
縁
を
記
し
て
云
は
く
、

黒
坂
命
、
陸
奥
の
蝦
夷
を
征
討
ち
て
、
事
了
へ
て
凱
旋
り
、
多
歌
の
郡
の

角
枯
の
山
に
及
り
て
、
黒
坂
命
、
病
に
遇
り
て
身
故
り
き
。
こ
こ
に
、
角

枯
を
改
め
て
黒
前
の
山
と
號
け
き
。
黒
坂
命
の
輸
轜
車
、
黒
前
の
山
よ
り
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発
ち
て
日
高
見
の
国
に
到
り
き
。
葬
具
の
儀
の
赤
�
と
青
幡
と
、
交
雑
り

飄
�
り
て
、
雲
と
飛
び
虹
と
張
り
、
野
を
瑩
ら
し
路
を
耀
か
し
き
。
時
の

人
、
赤
幡
の
垂
の
国
と
謂
ひ
き
。
後
の
世
の
言
に
、
便
ち
信
太
の
国
と
称

ふ
。
云
々
。

黒
坂
命
は
陸
奥
に
赴
い
て
蝦
夷
を
討
伐
し
た
が
、
凱
旋
の
途
中
で
病
を
患
い

死
去
し
て
し
ま
う
。
黒
坂
命
の
亡
骸
は
、
車
に
乗
せ
て
「
日
高
見
の
国
」
へ
と

し
だ

運
ば
れ
た
。
信
太
の
郡
名
は
、
葬
列
の
儀
装
の
赤
幡
が
垂
れ
る
様
子
か
ら
名
付

け
ら
れ
た
と
い（
２７
）

う
。
黒
坂
命
の
亡
骸
が
「
日
高
見
の
国
」、
す
な
わ
ち
信
太
郡

へ
と
運
ば
れ
た
の
は
、
そ
こ
が
彼
の
本
土
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ（
２８
）

る
。
黒
坂
命
は

信
太
郡
か
ら
茨
城
郡
、
さ
ら
に
は
陸
奥
へ
と
遠
征
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、

こ
こ
に
も
ヤ
マ
ト
政
権
の
進
出
経
路
の
一
つ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ

ろ
う
。

ま
た
『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条
は
、「
行
方
」
の
地
名
の
由
来
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

行
方
の
郡
と
称
ふ
所
以
は
、
倭
武
の
天
皇
、
天
の
下
を
巡
狩
は
し
て
、

海
の
北
を
征
平
け
た
ま
ひ
き
。
是
に
、
此
の
国
を
経
過
ぎ
、
即
ち
、
槻
野

の
清
泉
に
頓
幸
し
、
水
に
臨
み
て
み
手
を
洗
ひ
、
玉
も
ち
て
井
に
栄
へ
た

ま
ひ
き
。
今
も
行
方
の
里
の
中
に
存
り
て
、
玉
の
清
井
と
謂
ふ
。
更
に
車

駕
を
廻
ら
し
て
、
現
原
の
丘
に
幸
し
、
御
膳
を
供
奉
り
き
。
時
に
、
天
皇

四
を
望
み
ま
し
て
、
侍
従
を
顧
て
の
り
た
ま
ひ
し
く
、「
輿
を
停
め
て
徘

徊
り
、
目
を
挙
げ
て
騁
望
れ
ば
、
山
の
阿
・
海
の
曲
は
、
参
差
ひ
て
委
蛇

へ
り
。
峯
の
頭
に
雲
を
浮
か
べ
、
谿
の
腹
に
霧
を
擁
き
て
、
物
の
色
可
怜

く
、
郷
體
甚
愛
ら
し
。
宜
、
此
の
地
の
名
を
行
細
の
国
と
称
ふ
べ
し
」
と

の
り
た
ま
ひ
き
。
後
の
世
、
跡
を
追
ひ
て
、
猶
、
行
方
と
號
く
。
風
俗
の

諺
に
、
立
雨
零
り
、
行
方
の
国
と
い
う
。

記
事
に
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
が
「
海
の
北
」
を
征
し
た
と
あ
る
が
、
こ
の
海
と

は
霞
ヶ
浦
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
。
遠
征
の
途
中
に
当
地
を
訪
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
は
、
山
と
海
と
が
精
妙
に
入
り
組
ん
だ
様
を
み
て
、「
行
細
の
国
」
と
名
づ

け
た
と
い
う
。
こ
の
時
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
行
方
里
に
あ
る
槻
野
の
清
泉
か
ら

茨
城
郡
と
の
境
界
付
近
に
あ
る
現
原
の
丘
へ
と
移
動
し
て
霞
ヶ
浦
の
東
岸
を
北

上
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
は
ヤ
マ
ト
政
権
の
進
出
経
路
の
一
つ
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
霞
ヶ
浦
の
周
辺
で
は
東
西
両
岸
を
伝
っ
て
茨
城
郡
方
面
に
到
達

す
る
ル
ー
ト
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。
茨
城
の
ク
ニ
の
範
囲
は
も
と
も
と
信
太

郡
の
東
半
分
と
行
方
郡
の
西
半
分
を
含
み
、
ち
ょ
う
ど
霞
ヶ
浦
を
取
り
囲
む
よ

う
な
形
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
霞
ヶ
浦
を
中
心
と
し
て
そ
の
広
が
り
が
認

識
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、『
国
造
本
紀
』
に
よ
る
と
、
新
治
・
筑
波
・
仲
（
那
賀
）
・
久

自
（
久
慈
）
・
高
（
多
珂
）
の
各
国
造
の
任
命
時
期
は
成
務
朝
で
あ
り
、
茨
城

国
造
の
み
が
応
神
朝
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、
新

治
・
筑
波
・
那
賀
の
国
造
が
崇
神
朝
、
多
珂
国
造
が
成
務
朝
、
茨
城
国
造
が
神

功
皇
后
の
時
代
と
な
っ
て
い
る
。『
国
造
本
紀
』
と
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は

国
造
に
任
命
さ
れ
た
人
物
名
や
時
期
に
齟
齬
も
み
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
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も
茨
城
国
造
の
任
命
時
期
が
他
の
国
造
よ
り
も
新
し
い
時
期
の
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

ち
な
み
に
常
陸
地
方
の
巨
大
前
方
後
円
墳
の
築
造
時
期
に
つ
い
て
は
、
新
治

郡
の
芦
間
山
古
墳
（
一
四
一
メ
ー
ト
ル
）
と
久
慈
郡
の
梵
天
山
古
墳
（
一
五
一

メ
ー
ト
ル
）
が
四
世
紀
後
半
、
那
賀
郡
の
愛
宕
山
古
墳
（
一
三
七
メ
ー
ト
ル
）

が
五
世
紀
前
半
、
茨
城
郡
の
舟
塚
山
古
墳
（
一
八
七
メ
ー
ト
ル
）
が
五
世
紀
中

葉
と
推
定
さ
れ
て
い（
２９
）

る
。
こ
れ
ら
の
古
墳
は
国
造
の
墳
墓
と
も
目
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
な
か
で
、
舟
塚
山
古
墳
が
他
よ
り
も
新
し
い
時
期
の
も
の
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
国
造
の
任
命
時
期
の
前
後
関
係
に
も
符
合
し
て
い
る
よ
う
で
興

味
深
い
。

舟
塚
山
古
墳
の
周
辺
は
、
律
令
期
に
は
国
府
が
置
か
れ
た
常
陸
国
の
中
心
地

で
あ
る
。
し
か
し
、
霞
ヶ
浦
の
最
奥
部
に
位
置
す
る
当
地
に
ヤ
マ
ト
政
権
の
勢

力
が
及
ん
だ
の
は
、
常
陸
地
方
の
な
か
で
も
比
較
的
新
し
い
時
期
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
筑
波
山
を
新
治
の
ク
ニ
の
所
属
と
す

る
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

二

ク
ニ
の
境
界
画
定
と
常
陸
国
の
形
成

（
一
）「
国
国
�
堺
」
の
画
定

大
化
二
年
（
六
四
六
）
八
月
、
天
皇
を
は
じ
め
臣
・
連
・
伴
造
・
国
造
な
ど

の
諸
豪
族
が
所
有
す
る
品
部
を
廃
止
し
、
国
家
の
民
と
す
る
方
針
が
出
さ
（
３０
）

れ
た
。

こ
の
時
、
各
地
の
国
造
は
班
田
・
徴
税
の
任
務
に
あ
た
る
も
の
と
さ
れ
、
中
央

か
ら
派
遣
さ
れ
る
「
国
司
」
は
「
国
国
�
堺
」
を
記
録
し
て
提
出
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
詔
に
み
え
る
「
国
国
�
堺
」
と
は
、
ク
ニ
の
境
界
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

中
央
政
府
が
「
国
国
�
堺
」
の
記
録
を
求
め
た
の
は
、
ク
ニ
を
正
式
な
地
方
行

政
区
画
と
し
て
位
置
づ
け
、
国
造
を
地
方
官
人
と
し
て
登
用
し
、
領
域
内
の
土

地
と
人
民
を
一
元
的
に
支
配
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
先
、

大
化
二
年
正
月
の
改
新
詔
で
は
郡
（
評
）
の
設
置
方
針
が
示
さ
れ
て
い
た
が
、

立
評
が
実
現
し
た
の
は
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
三
年
後
の
大
化
五
年
（
六
四
九
）
の

こ
と
で
あ
る
。
大
化
二
年
八
月
の
ク
ニ
の
境
界
画
定
は
評
制
施
行
に
向
け
て
の

い
わ
ば
下
準
備
で
あ
り
、
常
陸
地
方
で
も
こ
の
頃
に
新
治
・
筑
波
・
茨
城
・
那

賀
・
多
珂
な
ど
の
国
造
の
ク
ニ
の
境
界
が
画
定
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、『
日
本
書
紀
』
成
務
五
年
秋
九
月
条
に
「
隔
二

山
河
一

而
分
二

国

県
一

」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
代
に
は
行
政
区
画
は
「
山
河
」
の
よ
う
な
自
然
的

地
物
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
行
政

区
画
の
境
界
は
必
ず
し
も
明
瞭
な
閉
塞
線
と
し
て
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。た

と
え
ば
改
新
詔
に
示
さ
れ
る
畿
内
の
範
囲
は
、
大
和
盆
地
の
南
部
か
ら
延

び
る
主
要
交
通
路
沿
い
の
自
然
的
地
物
（
「
名
墾
の
横
河
」「
紀
伊
の
兄
山
」「
赤

石
の
櫛
淵
」「
近
江
の
狭
々
波
の
合
坂
山
」）
に
よ
っ
て
東
西
南
北
の
境
界
地
点

が
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
畿
外
と
の
境
界
は
明
瞭
に
線
引
き
さ
れ
て
は
い
な

い
が
、
畿
内
の
範
囲
は
こ
れ
ら
の
地
点
に
連
続
す
る
山
地
な
ど
の
存
在
に
よ
っ

て
お
お
よ
そ
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、『
出
雲
国
風
土
記
』
に
は
山
・
岬
・
浜
・
川
な
ど
の
自
然
的
地
物
が

国
郡
境
界
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
各
郡
条
の
末
尾
に
は
郡
家
か
ら
国
郡
境
界
ま
で

の
里
程
が
示
さ
れ
て
い
る
。
国
や
郡
の
領
域
は
こ
れ
ら
の
地
物
や
交
通
路
上
の
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境
界
を
目
安
と
し
て
、
お
お
よ
そ
の
範
囲
が
把
握
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、
各
郡
の
四
至
と
し
て
山
・
河
・
流
海
な
ど
の
自

然
的
地
物
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
中
に
は
隣
郡
名
が
記
さ
れ
る
の
み
の
ケ
ー
ス

も
あ
る
（
表
１
）。
こ
れ
は
隣
郡
の
方
面
に
お
い
て
境
界
目
標
と
な
り
う
る
自

然
的
地
物
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
山
川
藪
沢
が
「
公
私
共
利
」
と
み
な
さ
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、

山
地
や
未
開
の
原
野
に
ま
で
厳
密
な
境
界
線
を
設
け
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
律
令
国
家
が
関
心
を
向
け
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
田
地
で
あ
り
、

徴
税
対
象
と
し
て
の
人
民
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
所
在
を
把
握

・
管
理
す
る
た
め
の
行
政
区
画
は
、
現
実
に
田
地
が
連
続
す
る
よ
う
な
場
合
や
、

あ
る
い
は
将
来
的
に
開
発
が
見
込
ま
れ
る
よ
う
な
場
合
を
除
け
ば
、
境
界
の
目

安
と
な
る
自
然
的
地
物
や
交
通
路
上
の
地
点
さ
え
抑
え
て
お
け
ば
十
分
で
あ
っ

た
。
律
令
期
の
郡
に
曖
昧
な
ゾ
ー
ン
と
し
て
の
境
界
が
含
ま
れ
る
の
は
当
然
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
境
界
帯
は
郡
に
先
行
す
る
ク
ニ
や
評
に
も
多
分
に

存
在
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ（
３１
）

う
。

（
二
）「
八
の
国
」
の
発
生

前
述
の
よ
う
に
『
常
陸
国
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
、
大
化
前
代
に
は
常
陸
国
を

一
つ
の
地
域
と
み
る
認
識
は
な
く
、
常
陸
国
は
孝
徳
朝
に
「
我
姫
の
国
」
が
分

割
さ
れ
て
で
き
た
「
八
の
国
」
の
一
つ
と
し
て
成
立
し
た
。
な
お
、
こ
こ
に
い

う
「
八
の
国
」
と
は
相
模
・
武
蔵
・
上
総
・
下
総
・
上
野
・
下
野
・
常
陸
・
陸

奥
の
八
ヶ
国
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
孝
徳
朝
に
「
我
姫
の
国
」
に
派
遣
さ
れ
た
高
向
臣
と
中
臣
幡
織

田
連
の
官
職
名
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
総
領
と
な
っ
て
い
る
が
、『
日
本

書
紀
』
に
は
総
領
の
派
遣
記
事
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
大
化
元
年
八
月
に
東
国

等
へ
派
遣
さ
れ
た
「
国
司
」
が
総
領
に
相
当
す
る
の
で
あ
ろ（
３２
）

う
。
た
だ
し
、
こ

表１ 『常陸国風土記』にみえる諸郡の四至

※太字は四至に隣郡名を挙げている事例。
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の
時
の
「
国
司
」
は
翌
年
三
月
に
帰
還
し
て
論
功
行
賞
を
受
け
て
い
る（
３３
）

が
、
そ

の
中
に
高
向
臣
と
中
臣
幡
織
田
連
の
名
前
は
み
あ
た
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、

高
向
臣
と
中
臣
幡
織
田
連
は
こ
れ
よ
り
後
、大
化
二
年
八
月
に
派
遣
さ
れ
た「
国

司
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ（
３４
）

る
。

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
の
「
国
司
」
は
「
国
国
�
堺
」、
す
な
わ
ち
国
造

の
ク
ニ
の
境
界
を
記
録
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く

高
向
臣
ら
は
「
我
姫
の
国
」
に
お
い
て
国
造
の
ク
ニ
の
境
界
画
定
を
進
め
る
一

方
で
、
統
治
上
の
便
宜
を
考
慮
し
て
広
大
な
「
我
姫
の
国
」
を
八
つ
の
区
域
、

す
な
わ
ち
「
八
の
国
」
に
分
割
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
八
の
国
」
は
常
陸

国
の
よ
う
に
複
数
の
国
造
の
ク
ニ
を
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
場

合
あ
れ
ば
、
上
野
国
の
よ
う
に
単
独
の
国
造
の
ク
ニ
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
場

合
も
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
孝
徳
朝
の
「
八
の
国
」
に
は
令
制
国
司
の
よ
う
な
常
駐
性
を
も

っ
た
地
方
官
は
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
、

在
地
の
有
力
豪
族
ら
に
よ
る
立
評
申
請
は
「
我
姫
の
国
」
の
総
領
で
あ
る
高
向

臣
や
中
臣
幡
織
田
連
に
対
し
て
直
接
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
常
陸
国
が
関
与

し
た
形
跡
は
な
い
。
常
陸
国
は
少
な
く
と
も
孝
徳
朝
の
時
点
で
は
評
の
上
位
行

政
区
画
で
は
な
く
、
便
宜
的
に
設
定
さ
れ
た
単
な
る
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ（
３５
）

る
。

大
化
五
年
に
成
立
し
た
香
島
評
は
「
下
総
の
国
、
海
上
の
国
造
の
部
内
」
の

一
里
と
「
那
賀
の
国
造
の
部
内
」
の
五
里
を
併
せ
て
領
域
が
編
成
さ
れ
た
が
、

こ
の
結
果
、
下
総
国
と
常
陸
国
の
境
界
は
「
安
是
の
湖
」
ま
で
南
下
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
越
境
合
併
が
可
能
で
あ
っ
た
の
も
、
孝
徳
朝
の
常
陸

国
が
い
ま
だ
行
政
区
画
と
し
て
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
三
）
常
陸
国
の
行
政
区
画
化

で
は
、
常
陸
国
が
評
の
上
位
行
政
区
画
と
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
の
こ
と
な
の

か
。『

常
陸
国
風
土
記
』
に
は
、「
国
宰
当
麻
大
夫
」（
行
方
郡
条
）、「
国
宰
久
米

大
夫
」（
久
慈
郡
条
）、「
国
宰
川
原
宿
祢
黒
麻
呂
」（
多
珂
郡
条
）
な
ど
の
官
職

・
人
名
が
み
え
る
。
国
宰
は
令
制
国
司
の
よ
う
な
常
駐
性
を
も
つ
地
方
官
と
み

ら（
３６
）

れ
、
孝
徳
朝
以
降
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、
国
が
評
の
上
位
行
政
区
画
と
な

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
た
だ
し
、
常
陸
国
に
初
め
て
国
宰
が
置
か
れ
た
時

期
に
つ
い
て
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の
記
述
か
ら
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。一

方
、『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
宝
亀
八
年
（
七
七
七
）
に
死
去
し
た
大

和
守
・
大
伴
宿
祢
古
慈
斐
の
祖
父
・
小
吹
負
が
天
武
朝
に
「
常
道
頭
」
に
任
命

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ（
３７
）

る
。
「
常
道
頭
」
が
国
宰
の
長
官
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
天
武
朝
に
は
常
陸
国
に
国
宰
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
斉
明
五
年
（
六
五
九
）
条
で
は
、
蝦
夷
討
伐
に
功
績

の
あ
っ
た
「
道
奥
」
と
「
越
」
の
「
国
司
」
に
位
階
が
授
け
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
「
国
司
」
を
国
宰
に
相
当
す
る
官
職
と
み
な
ら
ば
、「
八
の
国
」
の
一
つ
で

あ
る
「
道
奥
」
に
「
国
司
」
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
「
八
の
国
」
に
も

「
国
司
」
が
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
筆
者
は
、

常
陸
国
が
行
政
区
画
と
な
っ
た
時
期
は
斉
明
朝
に
ま
で
遡
る
の
で
は
な
い
か
と

推
察
す
る
。
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と
こ
ろ
で
、『
日
本
書
紀
』
に
は
天
武
十
二
年
（
六
八
三
）
か
ら
十
四
年
（
六

八
五
）
に
か
け
て
、
伊
勢
王
ら
を
派
遣
し
て
全
国
的
な
国
境
画
定
を
行
っ
た
と

す
る
記
事
が
み
え（
３８
）

る
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
国
は
そ
も
そ
も
国
造

の
大
化
二
年
に
境
界
が
画
定
さ
れ
た
ク
ニ
を
基
礎
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

と
い
う
こ
と
は
、
国
の
地
理
的
範
囲
は
天
武
十
二
年
以
前
で
も
お
お
よ
そ
定
ま

っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
天
武
朝
の
国
境
画
定
事
業
と
は
い
っ
た
い
何
を
目
的
と
し
て

行
わ
れ
た
も
の
な
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
国
の
境
界
を
確
認
す

る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て
国
の
分
割
・
再
編
を
行
い
、
領
域
規
模
を
適
正

化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
天
武
朝
の
国

境
画
定
事
業
で
は
越
（
高
志
）
・
吉
備
・
筑
紫
・
肥
（
火
）
・
豊
な
ど
の
国
が

分
割
さ
れ
て
、
越
前
・
越
中
・
越
後
、
備
前
・
備
中
・
備
後
、
筑
前
・
筑
後
、

豊
前
・
豊
後
、
肥
前
・
肥
後
な
ど
の
国
が
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る（
３９
）

が
、
こ
の
よ

う
な
国
の
分
割
・
再
編
は
、
国
宰
に
と
っ
て
統
治
し
や
す
い
地
域
的
ま
と
ま
り

を
創
出
す
る
と
と
も
に
、
中
央
政
府
に
よ
る
地
方
支
配
を
強
化
す
る
狙
い
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ（
４０
）

る
。

な
お
、
天
武
朝
の
国
境
画
定
事
業
は
「
東
国
」
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た（
４１
）

が
、

「
東
国
」
で
は
既
存
の
国
が
前
・
（
中
）
・
後
に
分
割
さ
れ
た
例
は
な（
４２
）

い
。
筆

者
は
、「
東
国
」
で
は
主
と
し
て
国
の
境
界
の
確
認
作
業
や
一
部
の
評
の
所
属

変
更
に
よ
る
国
の
再
編
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

た
と
え
ば
、
地
勢
的
に
は
明
瞭
な
境
界
を
設
定
し
得
な
い
下
総
・
下
野
間
の
直

線
国
境
は
こ
の
時
期
に
測
設
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

甲
斐
国
の
中
で
地
勢
的
に
は
分
離
さ
れ
て
い
る
都
留
郡
に
関
し
て
は
、
評
制
下

で
は
当
初
相
模
国
に
属
し
、
天
武
朝
の
国
境
画
定
事
業
に
よ
っ
て
甲
斐
国
に
編

入
さ
れ
た
と
す
る
説
も
あ（
４３
）

る
。
石
城
評
が
常
陸
国
か
ら
陸
奥
国
へ
と
編
入
さ
れ

た
時
期
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
天
武
朝
の
国
境
画
定
事
業
が
契
機
と
な
っ
た

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

三

東
海
道
駅
路
の
整
備
と
そ
の
影
響

（
一
）
国
名
由
来
伝
承
に
つ
い
て

「
常
陸
」
の
国
名
の
由
来
に
つ
い
て
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
総
記
に
次
の

よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

然
号
く
る
所
以
は
、
往
来
の
道
路
、
江
海
の
津
済
を
隔
て
ず
、
郡
郷
の

境
堺
、
山
河
の
峯
谷
に
相
続
け
れ
ば
、
直
通
の
義
を
取
り
て
、
名
称
と
為

せ
り
。
或
る
ひ
と
い
へ
ら
く
、
倭
武
の
天
皇
、
東
の
夷
の
国
を
巡
狩
は
し

て
、
新
治
の
県
を
幸
過
し
し
に
、
国
造
�
那
良
珠
命
を
遣
は
し
て
、
新
に

井
を
掘
ら
し
む
る
に
、
流
泉
浄
く
澄
み
、
尤
好
愛
し
か
り
き
。
時
に
、
乗

輿
を
停
め
て
、
水
を
翫
で
、
み
手
を
洗
ひ
た
ま
ひ
し
に
、
御
衣
の
袖
、
泉

に
垂
り
て
沾
ぢ
ぬ
。
便
ち
、
袖
を
漬
す
義
に
よ
り
て
、
此
の
国
の
名
と
為

せ
り
。
風
俗
の
諺
に
、
筑
波
岳
に
黒
雲
挂
か
り
、
衣
袖
漬
の
国
と
い
ふ
は

是
な
り
。

こ
の
よ
う
に
「
常
陸
」
の
国
名
の
由
来
に
は
二
つ
の
説
が
あ
る
。
一
つ
は
往

来
の
道
路
が
途
中
に
湖
や
海
の
渡
し
を
挟
む
こ
と
な
く
、
郡
郷
の
境
界
、
山
河

の
峯
谷
へ
と
続
い
て
お
り
、「
直
通
」
の
意
味
か
ら
国
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
す
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る
も
の
（
Ａ
説
）。
も
う
一
つ
は
先
に
も
触
れ
た
伝
承
で
あ
る
が
、
ヤ
マ
ト
タ

ケ
ル
が
新
治
国
造
ヒ
ナ
ラ
ス
に
掘
ら
せ
た
井
戸
に
衣
の
袖
を
漬
し
た
と
い
う
故

事
に
も
と
づ
い
て
国
名
が
定
ま
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
Ｂ
説
）。
国
名
の

由
来
に
二
つ
の
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
が
編
纂
さ
れ

た
養
老
年
間
に
は
既
に
本
来
の
国
名
の
由
来
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
の
当
否
は
別
と
し
て
、
筆
者
は
Ａ
説
よ
り
も
Ｂ

説
の
方
が
よ
り
古
い
時
代
の
交
通
条
件
を
念
頭
に
お
い
て
国
名
の
由
来
を
説
明

し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
Ｂ
説
が
律
令
期
の
国
府
所
在
地
と

は
異
な
る
新
治
郡
を
国
名
発
祥
の
地
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う

に
、
新
治
郡
に
は
大
化
前
代
よ
り
東
海
・
東
山
連
絡
道
が
通
じ
て
お
り
、
古
く

は
当
地
が
常
陸
地
方
の
入
り
口
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
Ｂ
説
は
こ
の

よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
て
生
じ
た
国
名
由
来
伝
承
な
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
Ａ
説
は
国
名
と
道
路
と
の
関
わ
り
を
説
く
が
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て

い
る
道
路
と
は
「
東
海
の
大
道
」、
す
な
わ
ち
東
海
道
駅
路
と
み
て
よ
い
だ
ろ

う
（
図
４
）。
東
海
道
駅
路
は
稲
敷
市
下
君
山
〜
阿
見
町
向
坪
や
小
美
玉
市
大

谷
〜
那
珂
市
額
田
の
区
間
で
直
線
道
路
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
て
い
る
よ
う（
４４
）

に
、

ま
さ
に
「
直
通
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
状
況
を
呈
し
て
い
た
。
Ａ
説
に
は
こ
の

よ
う
な
東
海
道
駅
路
の
あ
り
方
が
念
頭
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
Ａ
説
に
み
え
る
道
路
と
は
東
海
道
駅
路
を
指
す
も
の
と
し
た
が
、

常
陸
国
で
は
い
つ
頃
、
駅
路
が
整
備
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
永
田
英
明
氏
は
、
壬
申
の
乱
の
際
、
大
海
人
皇
子
一
行
が

東
国
へ
の
出
立
直
前
に
倭
京
の
留
守
官
高
坂
王
に
駅
鈴
を
請
う
て
い
る
こ
と
、

一
行
が
「
隠
駅
家
」「
伊
賀
駅
家
」
に
火
を
放
ち
な
が
ら
伊
勢
に
向
か
っ
て
い

る
こ（
４５
）

と
、
ま
た
斉
明
三
年
（
六
五
七
）
に
は
筑
紫
に
漂
着
し
た
覩
貨
邏
国
人
が

駅
馬
に
よ
り
入
京
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か（
４６
）

ら
、
駅
制
の
成
立
は
天
智
六
年
（
六

六
七
）
の
近
江
遷
都
以
前
、
倭
京
に
対
す
る
整
備
が
行
わ
れ
た
斉
明
朝
段
階
に

ま
で
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い（
４７
）

る
。
ま
た
、
発
掘
調
査
で
は
山
陽
道

野
磨
駅
や
布
勢
駅
の
初
期
遺
構
が
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
の
造
営

と
推
定
さ
れ
て
い
る
ほ（
４８
）

か
、
埼
玉
県
所
沢
市
の
東
の
上
遺
跡
で
検
出
さ
れ
た
東

山
道
武
蔵
路
の
道
路
遺
構
が
七
世
紀
第
３
四
半
期
頃
の
築
造
と
推
定
さ
れ
て
い

（
４９
）

る
。
さ
ら
に
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
の
「
上
野
国
交
替
実
録
帳
」
に
は
「
庚

午
年
玖
拾
巻
（
管
郷
捌
拾
陸
駅
家
戸
肆
）」
と
の
記
載
が
あ
り
、
天
智
朝
に
つ

く
ら
れ
た
庚
午
年
籍
の
中
に
駅
家
戸
の
記
録
が
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
常
陸
国
に
お
け
る
東
海
道
駅
路
の
整
備

が
斉
明
朝
の
頃
に
ま
で
遡
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

東
海
道
駅
路
の
整
備
が
斉
明
朝
に
始
ま
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
常
陸
国
の
成

立
の
も
う
一
つ
の
画
期
、
す
な
わ
ち
常
陸
国
が
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
行
政
区
画

へ
と
変
貌
を
遂
げ
た
時
期
に
重
な
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
こ
の
こ
と
が
や
が

て
Ａ
説
の
よ
う
な
国
名
由
来
伝
承
を
生
み
だ
す
素
地
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
す
る
。

な
お
、
図
４
に
示
す
よ
う
に
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の
編
纂
当
時
、
常
陸
国

に
は
東
海
道
駅
路
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
の
支
路
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
う

ち
東
海
・
東
山
連
絡
道
に
つ
い
て
は
、
大
化
前
代
よ
り
幹
線
交
通
路
と
し
て
機

能
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
東
海
道
駅
路
の
整
備
と
同
じ
斉
明
朝
に
駅
路
と
し
て

整
備
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、「
香
島
に
向
ふ
陸
の
駅
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図４ 常陸国の駅路（奈良時代）
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道
」（
以
下
、
香
島
道
と
呼
称
す
る
。）
に
つ
い
て
は
鹿
島
神
宮
の
社
殿
が
造
営

さ
れ
た
天
智
朝（
５０
）

に
、
軍
需
物
資
の
積
み
出
し
港
と
み
ら
れ
る
平
津（
５１
）

駅
に
つ
い

て
は
、
蝦
夷
討
伐
と
東
北
経
営
の
動
き
が
活
性
化
し
て
く
る
和
銅
〜
養
老
年
間

に
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、

常
陸
国
の
駅
路
網
は
必
ず
し
も
斉
明
朝
で
完
成
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
七
世
紀

後
半
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
理
解
し
て

お
き
た
い
。

（
二
）
評
家
の
移
転

常
陸
国
に
お
け
る
駅
路
の
整
備
は
、
官
衙
の
立
地
に
も
影
響
を
与
え
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
次
に
茨
城
郡
家
の
移
転
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

『
常
陸
国
風
土
記
』
が
編
纂
さ
れ
た
当
時
の
茨
城
郡
家
の
所
在
地
は
、
茨
城

国
造
の
本
拠
地
に
も
近
い
石
岡
市
茨
城
付
近
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
周
辺

に
は
常
陸
国
府
も
置
か
れ
、
常
陸
国
の
政
治
的
中
心
地
と
な
っ
て
い
た
。
し
か

し
、『
常
陸
国
風
土
記
』
茨
城
郡
条
に
は
「
謂
は
ゆ
る
茨
城
の（
５２
）

郡
は
、
今
、
那

珂
の
郡
の
西
に
存
り
。
古
者
、
郡
家
を
置
け
れ
ば
、
即
ち
茨
城
の
郡
の
内
な
り

き
。」
と
の
記
述
が
あ
り
、
か
つ
て
那
賀
郡
の
西
部
は
茨
城
郡
に
属
し
、
茨
城

郡
家
は
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
だ
と
す
れ

ば
、
茨
城
郡
で
は
あ
る
時
期
に
郡
家
が
移
転
し
、
さ
ら
に
は
旧
郡
家
の
所
在
地

が
隣
郡
に
編
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
通
説
で
は
茨
城
郡
の
旧
郡
家
は

那
賀
郡
条
に
み
え
る
「
茨
城
里
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
同
地
は
笠
間
市
小
原
付

近
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

茨
城
郡
家
の
移
転
時
期
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、「
茨
城
里
」
付
近
に
東

海
・
東
山
連
絡
道
が
通
過
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
同
地
に
茨
城

郡
家
が
置
か
れ
た
時
期
は
斉
明
朝
に
お
け
る
東
海
道
駅
路
の
整
備
以
前
、
つ
ま

り
大
化
五
年
の
立
評
か
ら
間
も
な
い
頃
に
ま
で
遡
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七
世
紀
半
ば
の
評
家
に
関
わ
る
官
衙
遺
構
の
検
出
事
例
は
少
な
い
も
の
の
、

山
中
敏
史
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
交
通
・
軍
事
・
外
交
上
の
要
衝
で
あ
っ
た

地
点
や
ヤ
マ
ト
政
権
下
の
官
衙
的
施
設
が
置
か
れ
た
場
所
な
ど
に
造
営
さ
れ
て

い
る
と
い（
５３
）

う
。
お
そ
ら
く
「
茨
城
里
」
付
近
は
東
海
・
東
山
連
絡
道
と
東
海
道

駅
路
が
整
備
さ
れ
る
以
前
の
在
来
の
道
と
が
交
差
す
る
大
化
前
代
以
来
の
交
通

の
要
衝
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
同
地
に
茨
城
評
の
初
期
評
家
が
置
か

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
す
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
想
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
常
陸
国
で
は
筑
波
評
を

除
く
全
て
の
国
造
系
の
評
が
東
海
・
東
山
連
絡
道
沿
い
に
並
ん
で
い
た
こ
と
に

な
る
。
東
海
・
東
山
連
絡
道
は
複
数
の
評
を
と
り
ま
と
め
て
常
陸
国
を
形
成
す

る
、
い
わ
ば
紐
帯
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
斉
明
朝
に
東
海
道
駅
路
が
整
備
さ
れ
る
と
、
東
海
・
東
山
連
絡

道
は
那
賀
評
の
河
内
駅
付
近
で
東
海
道
駅
路
と
接
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
一

方
、
天
智
朝
に
香
島
道
が
整
備
さ
れ
る
と
、
石
岡
周
辺
で
東
海
道
駅
路
と
香
島

道
が
交
差
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
茨
城
評
で
は
「
茨
城
里
」
に
替

わ
っ
て
石
岡
周
辺
が
新
た
な
交
通
の
要
衝
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
石

岡
周
辺
は
国
造
氏
族
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
交
通

条
件
の
変
化
も
ま
た
茨
城
評
家
の
移
転
を
後
押
し
し
た
の
だ
ろ
う
。

で
は
、
茨
城
評
の
初
期
評
家
が
置
か
れ
た
「
茨
城
里
」
は
、
な
ぜ
那
賀
評
に
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編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
荒
井
秀
規
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
改
新
詔
で
は
四
十
里
と
な
っ
て
い
た
評
の
上
限
規
模
が
飛
鳥

浄
御
原
令
に
よ
り
二
十
里
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
が
影
響
し
た
と
み
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ（
５４
）

う
。
飛
鳥
浄
御
原
令
以
前
の
茨
城
評
や
那
賀
評
に
つ
い
て
は
二

十
里
を
超
え
て
い
た
可
能
性
が
高（
５５
）

く
、
持
統
四
年
（
六
九
〇
）
の
庚
寅
年
籍
作

成
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
評
の
規
模
が
飛
鳥
浄
御
原
令
の
新
基
準
に
従
っ
て

調
整
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
茨
城
評
の
縁
辺
部
に
あ
っ
て
、
も
は
や
茨

城
評
の
政
治
的
中
心
地
で
も
な
く
な
っ
て
い
た
「
茨
城
里
」
は
、
こ
の
調
整
に

よ
っ
て
茨
城
評
か
ら
那
賀
評
へ
と
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

常
陸
国
の
成
立
過
程
に
関
す
る
本
稿
の
考
察
結
果
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

①

大
化
前
代
に
は
常
陸
国
を
一
つ
の
地
域
と
み
る
認
識
は
な
く
、
新
治

・
筑
波
・
茨
城
・
那
賀
・
久
慈
・
多
珂
な
ど
の
国
造
の
ク
ニ
が
広
大
な

「
我
姫
の
国
」
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

ヤ
マ
ト
政
権
は
勢
力
下
に
入
っ
た
在
地
の
有
力
豪
族
を
国
造
に
任
命
し
、

ヤ
マ
ト
政
権
の
進
出
径
路
に
沿
っ
て
ク
ニ
を
配
置
し
た
。
た
だ
し
、
大

化
前
代
の
ク
ニ
は
漠
然
と
し
た
地
域
呼
称
で
あ
り
、
国
造
に
よ
る
一
元

的
な
領
域
支
配
は
実
現
し
て
い
な
か
っ
た
。
ク
ニ
が
国
造
に
よ
っ
て
管

轄
さ
れ
る
行
政
区
画
と
な
っ
た
の
は
大
化
二
年
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

後
、
大
化
五
年
に
ク
ニ
は
評
へ
と
移
行
し
た
。

②

孝
徳
朝
に
は
広
大
な
「
我
姫
の
国
」
が
「
八
の
国
」
に
分
割
さ
れ
て

常
陸
国
が
成
立
し
た
。「
八
の
国
」
は
地
方
統
治
の
円
滑
化
を
図
る
た

め
、
総
領
の
管
轄
区
域
で
あ
る
「
我
姫
の
国
」
内
部
に
設
定
さ
れ
た
地

域
ブ
ロ
ッ
ク
で
あ
り
、
大
化
二
年
に
境
界
画
定
さ
れ
た
ク
ニ
の
領
域
を

基
礎
と
し
て
成
立
し
た
。
各
々
の
国
に
つ
い
て
は
複
数
の
ク
ニ
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
単
独
の
ク
ニ
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
る

場
合
も
あ
っ
た
。
常
陸
国
は
前
者
に
相
当
し
、
主
と
し
て
東
海
・
東
山

連
絡
路
沿
い
の
ク
ニ
が
ま
と
め
ら
れ
て
一
つ
の
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
を
構
成

し
た
。

③

斉
明
朝
に
な
る
と
「
八
の
国
」
に
国
宰
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

常
陸
国
は
総
領
管
内
の
一
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
常
駐
地
方
官
に
よ
っ
て

統
括
さ
れ
る
独
立
し
た
行
政
区
画
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
に
は
蝦

夷
討
伐
と
の
関
係
か
ら
駅
路
網
の
整
備
も
進
み
、
東
海
道
駅
路
が
常
陸

国
の
新
た
な
基
軸
と
な
っ
た
。

④

『
常
陸
国
風
土
記
』
に
み
え
る
二
つ
の
国
名
由
来
伝
承
に
つ
い
て
は
、

Ａ
説
が
東
海
道
駅
路
の
整
備
以
降
、
Ｂ
説
が
東
海
道
駅
路
の
整
備
以
前

の
交
通
条
件
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
常
陸
国
に
お
け
る

東
海
道
駅
路
の
整
備
は
、
同
国
が
行
政
区
画
と
な
る
斉
明
朝
に
ま
で
遡

る
も
の
と
推
察
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
や
が
て
Ａ
説
の
よ
う
な
国
名
由
来

伝
承
を
生
み
だ
す
素
地
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤

茨
城
評
の
旧
評
家
は
東
海
・
東
山
連
絡
道
が
通
過
す
る
「
茨
城
里
」

に
置
か
れ
た
が
、
東
海
道
駅
路
や
香
島
道
の
整
備
に
と
も
な
い
、
新
た

に
形
成
さ
れ
た
交
通
の
要
衝
に
評
家
が
移
さ
れ
た
。
ま
た
、
茨
城
評
の

政
治
的
中
心
地
で
な
く
な
っ
た
「
茨
城
里
」
は
、
飛
鳥
浄
御
原
令
に
お

福
井
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀
要
（
社
会
科
学
）、
二
、
二
〇
一
一

四
二



け
る
評
の
上
限
規
模
の
変
更
に
よ
っ
て
、
庚
寅
年
籍
作
成
の
際
に
茨
城

評
か
ら
那
賀
評
に
編
入
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
常
陸
国
内
に
お
け
る

駅
路
の
整
備
は
官
衙
の
立
地
や
評
域
の
編
成
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

付
言
す
る
な
ら
ば
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
み
ら
れ
る
二
つ
の
国
名
由
来
伝

承
の
う
ち
、
道
と
の
関
わ
り
を
説
く
Ａ
説
が
は
じ
め
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、

道
こ
そ
が
常
陸
国
の
重
要
な
構
成
要
件
と
み
な
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

地
勢
的
ま
と
ま
り
に
欠
け
る
常
陸
国
に
お
い
て
、
一
国
と
し
て
の
連
帯
意
識
を

醸
成
す
る
も
の
は
道
を
介
し
た
繋
が
り
を
措
い
て
他
に
な
か
っ
た
。
常
陸
国
は

道
の
存
在
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
一
つ
の
国
を
構
成
し
得
た
の
で
あ
る
。
常
陸
国

の
古
い
国
名
表
記
に
「
常
道
」
と
書
く
例
が
あ
る
こ
と
も
そ
の
証
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う（
５６
）か

。

な
お
、
本
稿
で
は
Ａ
説
が
常
陸
の
国
名
の
由
来
と
説
く
「
直
通
」
の
語
は
東

海
道
駅
路
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
と
し
た
が
、「
江
海
の
津
済
を
隔
て
ず
、
郡

郷
の
境
堺
、
山
河
の
峯
谷
を
相
続
け
れ
ば
」
と
い
う
状
況
そ
の
も
の
は
、
よ
り

古
い
幹
線
交
通
路
で
あ
っ
た
東
海
・
東
山
連
絡
道
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
を
留

意
し
て
お
き
た
い
。
お
そ
ら
く
道
を
常
陸
国
の
重
要
な
構
成
要
件
と
み
る
意
識

は
孝
徳
朝
の
頃
よ
り
潜
在
し
、
東
海
道
駅
路
が
整
備
さ
れ
た
斉
明
朝
に
同
国
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
強
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
は

そ
の
よ
う
に
推
察
す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（
１
）
以
下
、『
常
陸
国
風
土
記
』
の
読
み
下
し
文
は
、
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』（
岩
波

書
店
、
一
九
五
八
年
）
に
よ
る
。

（
２
）
門
井
直
哉
「
領
域
評
の
成
立
基
盤
と
編
成
過
程
」、
人
文
地
理
五
〇
‐
一
、
一
九
九

八
年
。

（
３
）
宮
本
茶
村
「
常
陸
誌
料
郡
郷
考
」（『
茨
城
県
立
歴
史
館
史
料
叢
書
５

近
世
地
誌
Ⅰ
』

所
収
）。

（
４
）
真
壁
郡
は
『
常
陸
国
風
土
記
』
で
は
白
壁
郡
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
延
暦
四

年
（
七
八
五
）
に
は
弘
仁
天
皇
の
諱
を
避
け
る
た
め
、
白
髪
部
の
姓
が
間
髪
部
と
改
め

ら
れ
て
い
る
（『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
五
月
丁
酉
条
）。
白
壁
郡
も
こ
の
頃
に
真
壁
郡

と
改
称
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

（
５
）『
常
陸
国
風
土
記
』
逸
文
（『
釈
日
本
紀
』
巻
十
所
引
）。

（
６
）
な
お
、「
常
陸
誌
料
郡
郷
考
」
は
「
蓋
信
太
と
同
し
く
孝
徳
の
御
世
に
筑
波
茨
城
の

二
郡
を
割
て
置
た
る
と
見
え
た
り
」
と
し
、
河
内
郡
の
一
部
は
茨
城
郡
（
評
）
に
も
含

ま
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

（
７
）『
常
陸
国
風
土
記
』
行
方
郡
条
。

（
８
）『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
。

（
９
）
養
老
二
年
（
七
一
八
）
に
は
陸
奥
国
の
石
城
・
標
葉
・
行
方
・
宇
太
・
曰
理
の
諸
郡

と
常
陸
国
の
菊
多
郡
を
割
い
て
石
城
国
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、
石
城
評
（
郡
）
は
こ
の

頃
ま
で
に
陸
奥
国
の
所
属
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。（『
続
日
本
紀
』
養
老

二
年
五
月
乙
未
条
）

（
１０
）『
続
日
本
紀
』
養
老
二
年
五
月
乙
未
条
。

（
１１
）
石
城
国
と
同
じ
く
養
老
二
年
に
陸
奥
国
管
内
の
白
河
・
石
背
・
会
津
・
安
積
・
信
夫

の
五
郡
を
割
い
て
成
立
し
た
石
背
国
は
、
神
亀
五
年
に
は
陸
奥
国
に
復
帰
し
て
い
た

（『
続
日
本
紀
』
神
亀
五
年
四
月
丁
丑
条
）。
こ
の
こ
と
か
ら
石
城
郡
に
つ
い
て
も
、
神

亀
五
年
ま
で
に
陸
奥
国
内
に
編
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
１２
）
門
井
直
哉
「
歴
史
地
理
学
か
ら
見
た
領
域
編
成
の
成
立
―
評
の
「
領
域
」
を
め
ぐ
っ
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て
―
」、『
古
代
地
方
行
政
単
位
の
成
立
と
在
地
社
会
』、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇

〇
九
年
。

（
１３
）『
古
事
記
』
成
務
天
皇
段
。『
日
本
書
紀
』
成
務
五
年
九
月
条
。

（
１４
）
丸
茂
武
重
『
古
代
の
道
と
国
』、
六
興
出
版
、
一
九
八
六
年
、
五
四
‐
五
六
頁
。

（
１５
）『
日
本
書
紀
』
景
行
四
十
年
是
歳
条
。

（
１６
）
岡
田
精
司
『
神
社
の
古
代
史
』、
大
阪
書
籍
、
一
九
八
五
年
、
一
四
八
頁
。

（
１７
）
岡
田
精
司
、
前
掲
注
（
１６
）、
一
五
〇
頁
。

（
１８
）『
日
本
書
紀
』
神
代
下
・
第
九
段
本
文
。

（
１９
）『
日
本
書
紀
』
神
代
下
・
第
九
段
第
二
の
一
書
。

（
２０
）『
古
事
記
』
景
行
天
皇
段
。『
日
本
書
紀
』
景
行
四
十
年
是
歳
条
。

（
２１
）
志
田
諄
一
『
『
常
陸
国
風
土
記
』
と
説
話
の
研
究
』、
雄
山
閣
、
一
九
九
八
年
、
二

〇
一
頁

（
２２
）『
万
葉
集
註
釈
』
巻
第
二
所
引
。

（
２３
）『
常
陸
国
風
土
記
』
信
太
郡
条
。

（
２４
）
秋
本
吉
徳
『
風
土
記
（
一
）
全
訳
注
―
常
陸
国
風
土
記
―
』、
講
談
社
、
一
九
七
九

年
、
四
三
‐
四
四
頁
。
な
お
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
を
祭
る
鹿
島
神
宮
に
も
フ
ツ
ノ
ミ
タ
マ

と
呼
ば
れ
る
直
刀
が
御
霊
代
と
し
て
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
物
部
氏
と
の
つ
な
が

り
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２５
）『
古
事
記
』
神
武
天
皇
段
。

（
２６
）『
万
葉
集
註
釈
』
巻
第
二
所
引
。

（
２７
）『
釈
日
本
紀
』
巻
十
所
引
の
『
常
陸
国
風
土
記
』
逸
文
も
、
信
太
郡
を
「
此
の
地
は
、

本
、
日
高
見
の
国
な
り
。」
と
記
す
。
な
お
、「
日
高
見
の
国
」
は
、『
日
本
書
紀
』
景

行
天
皇
二
七
年
二
月
条
、
同
四
十
年
条
の
二
ヶ
所
に
も
み
え
、
こ
れ
ら
の
記
事
で
は
蝦

夷
の
居
住
す
る
陸
奥
の
某
所
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、『
延
喜
式
』
祝
詞
に

は
「
大
倭
日
高
見
国
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
は
「
日
高
見
国
」
は
大
和
国
の
美
称
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
２８
）
志
田
諄
一
、
前
掲
注
（
２１
）、
二
〇
四
‐
二
〇
六
頁
。

（
２９
）
石
野
博
信
編
『
全
国
古
墳
編
年
集
成
』、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
、
一
五
八
‐

一
六
一
頁
。

（
３０
）『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
八
月
癸
酉
条
。

（
３１
）
門
井
直
哉
、
前
掲
注
（
１２
）。

（
３２
）『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年
八
月
庚
子
条
。

（
３３
）『
日
本
書
紀
』
大
化
二
年
三
月
甲
子
条
、
三
月
辛
巳
条
。

（
３４
）
鐘
江
宏
之
「
「
国
」
制
の
成
立
」、
笹
山
晴
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
律
令
制
論
集
』

上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
。

（
３５
）
鐘
江
宏
之
氏
は
孝
徳
朝
に
我
姫
の
国
が
分
割
さ
れ
て
常
陸
国
が
成
立
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、「
複
数
の
国
造
の
支
配
領
域
を
ま
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
一
単
位

と
し
て
編
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
を
令
制
国
と
解
す
る
か
ど
う
か

は
別
の
問
題
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。（
鐘
江
宏
之
、
前
掲
注
（
３４
）。）

（
３６
）
鐘
江
宏
之
、
前
掲
注
（
３４
）。

（
３７
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
八
年
八
月
丁
酉
条
。

（
３８
）『
日
本
書
紀
』
天
武
十
二
年
十
二
月
丙
寅
条
。
天
武
十
三
年
十
月
辛
巳
条
。
天
武
十

四
年
十
月
己
丑
条
。

（
３９
）
鐘
江
宏
之
、
前
掲
注
（
３４
）。
な
お
、
備
前
・
備
中
・
備
後
、
お
よ
び
筑
前
・
筑
後

・
肥
前
の
国
境
に
つ
い
て
は
直
線
的
形
状
を
呈
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
服
部

昌
之
『
律
令
国
家
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
』
大
明
堂
、
一
九
八
三
年
、
四
〇
六
‐
四
一

五
頁
）。
国
境
画
定
事
業
に
従
事
し
た
伊
勢
王
一
行
の
中
に
「
工
匠
」
が
含
ま
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
直
線
国
境
も
天
武
朝
の
国
境
画
定
事
業
の
中
で
測
設

さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
４０
）
渡
部
育
子
氏
は
、
八
世
紀
第
１
四
半
期
み
ら
れ
る
薩
摩
、
出
羽
、
丹
後
、
美
作
、
大

隅
、
能
登
、
安
房
、
石
城
、
石
背
、
諏
方
な
ど
の
国
の
新
設
に
つ
い
て
、
国
司
が
令
に

定
め
ら
れ
た
職
務
を
遂
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
一
国
の
規
模
が
適
当
で
あ
る
の
か
ど

う
か
、
所
管
国
内
に
お
け
る
交
通
の
便
は
ど
う
か
、
中
央
と
の
往
来
は
円
滑
に
で
き
る

の
か
」
と
い
う
こ
と
が
考
慮
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
渡
部
育
子
「
国
制
の
成
立
―
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行
政
区
画
と
し
て
の
国
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
日
本
歴
史
五
五
二
、
一
九
九
四
年
）。

こ
う
し
た
配
慮
は
、
越
や
吉
備
な
ど
の
広
大
な
国
を
分
割
し
た
天
武
朝
の
国
境
画
定
事

業
に
お
い
て
も
当
然
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
４１
）『
日
本
書
紀
』
天
武
十
四
年
十
月
己
丑
条
。

（
４２
）
荒
井
秀
規
氏
は
天
武
十
四
年
十
月
己
丑
条
に
み
え
る
「
東
国
」
の
地
理
的
範
囲
を
『
常

陸
国
風
土
記
』
に
お
け
る
「
八
の
国
」
に
比
定
し
、
こ
の
年
の
国
境
画
定
事
業
に
つ
い

て
は
「
坂
東
ア
ヅ
マ
八
地
域
の
令
制
「
八
国
」
と
し
て
の
成
立
に
関
係
す
る
」
と
の
理

解
を
示
し
て
い
る
（
荒
井
秀
規
「
「
東
国
」
と
ア
ヅ
マ
」、
関
和
彦
編
『
古
代
東
国
の

民
衆
と
社
会
』
名
著
出
版
、
一
九
九
四
年
）。
し
か
し
、
筆
者
は
「
八
の
国
」
の
行
政

区
画
化
が
斉
明
朝
に
ま
で
遡
る
と
み
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
い
う
「
東
国
」
の
範
囲
は

必
ず
し
も
「
八
の
国
」
に
限
定
さ
れ
な
い
と
考
え
る
。
荒
井
氏
は
大
化
元
年
八
月
庚
子

条
、
同
二
年
三
月
甲
子
条
お
よ
び
三
月
辛
巳
条
に
み
え
る
「
東
国
」
の
範
囲
を
信
濃
・

遠
江
以
東
と
推
定
し
て
い
る
が
、
天
武
十
四
年
十
月
己
丑
条
の
「
東
国
」
の
範
囲
も
こ

れ
と
同
様
に
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、「
東
国
」
に
越
は
含
ま

れ
な
い
と
の
指
摘
に
は
同
意
し
た
い
。

（
４３
）
大
隅
清
陽
「
文
献
か
ら
み
た
古
代
甲
斐
国
都
留
郡
の
諸
問
題
」、
山
梨
県
考
古
学
協

会
誌
一
六
、
二
〇
〇
六
年
。

（
４４
）
木
下
良
「
常
陸
国
古
代
駅
路
に
関
す
る
一
考
察
―
直
線
的
計
画
古
道
跡
の
検
出
を
主

と
し
て
―
」、
国
学
院
雑
誌

八
五
‐
一
、
一
九
八
四
年
。

（
４５
）『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
六
月
甲
申
条
。

（
４６
）『
日
本
書
紀
』
斉
明
三
年
七
月
己
丑
条
。

（
４７
）
永
田
英
明
『
古
代
駅
伝
馬
制
度
の
研
究
』、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
年
、
九
七
頁

・
一
八
六
頁
。

（
４８
）
①
荻
能
幸
「
落
地
遺
跡
発
掘
調
概
報
」、
古
代
交
通
研
究
一
、
一
九
九
二
年
。
②
『
小

犬
丸
遺
跡
Ⅱ
』、
兵
庫
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
。

（
４９
）
飯
田
充
晴
「
埼
玉
県
所
沢
市
東
の
上
遺
跡
」
日
本
考
古
学
年
報
二
七
二
、
一
九
九
一

年
。

（
５０
）『
常
陸
国
風
土
記
』
香
島
郡
条
に
「
淡
海
の
大
津
の
朝
に
、
初
め
て
使
人
を
遣
は
し

て
、
神
の
宮
を
造
ら
し
め
き
。」
と
あ
る
。

（
５１
）
志
田
諄
一
、
前
掲
注
（
２１
）、
二
六
‐
三
二
頁
。

（
５２
）
こ
の
「
郡
」
字
に
つ
い
て
、
秋
本
吉
郎
校
注
『
風
土
記
』
は
「
或
い
は
「
郷
」
の
誤

と
す
べ
き
か
」
と
し
て
い
る
。

（
５３
）
山
中
敏
史
『
古
代
地
方
官
衙
遺
跡
の
研
究
』、
塙
書
房
、
一
九
九
四
年
、
三
七
九
頁
。

（
５４
）
荒
井
秀
規
「
領
域
区
画
と
し
て
の
国
・
評
（
郡
）
・
里
（
郷
）
の
成
立
」、『
古
代
地

方
行
政
単
位
の
成
立
と
在
地
社
会
』、
奈
良
文
化
財
研
究
所
、
二
〇
〇
九
年
。

（
５５
）
飛
鳥
浄
御
原
令
以
前
の
那
賀
評
お
よ
び
茨
城
評
の
里
数
に
つ
い
て
は
、
荒
井
秀
規
氏

が
前
掲
注
（
５４
）
の
論
文
中
で
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
立
評
記
事
や
『
和
名
抄
』
の
管

郷
数
を
も
と
に
試
算
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
那
賀
評
に
は
（
三
〇－

Ｘ
）
里
、

茨
城
評
に
は
（
一
八
＋
Ｘ
）
里
が
存
在
し
、
Ｘ
は
「
茨
城
里
」
を
含
む
二
〜
三
里
程
度

と
推
定
さ
れ
る
。
那
賀
評
は
飛
鳥
浄
御
原
令
の
施
行
後
、
一
〇
里
程
度
を
香
島
評
に
分

出
し
、
そ
の
一
方
で
、
Ｘ
里
を
茨
城
評
よ
り
編
入
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
Ｘ
が
二

里
ま
で
な
ら
、
飛
鳥
浄
御
原
令
試
行
段
階
で
も
茨
城
評
は
上
限
二
〇
里
を
超
え
て
い
な

か
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
荒
井
氏
は
、
諸
国
全
体
と
し
て
『
和
名
抄
』
の
郷
数
は
評
制

下
の
里
数
よ
り
減
少
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
茨
城
評
も
那
賀
評
と
同
様

に
上
限
を
超
え
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
し
て
い
る
。

（
５６
）
前
掲
注
（
３７
）
に
み
え
る
「
常
道
頭
」
の
ほ
か
、『
古
事
記
』
神
武
天
皇
段
に
も
神

武
天
皇
の
息
子
・
神
八
耳
命
を
「
常
道
の
仲
国
造
」
の
祖
と
す
る
記
述
が
あ
る
。
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